
平成１７年８月２日 
財 務 局 

 
 

東京都発注工事の競売入札妨害事件に係る 
競争入札参加有資格者指名停止措置について 

 
 

東京都水道局発注工事をめぐる競売入札妨害容疑で逮捕されていた４社の幹
部らが平成１７年７月２８日、東京地方検察庁により起訴されました。 
これを受け東京都は、本日開催された東京都契約事務協議会での協議を経て、

この４社に対し、平成１７年８月２日付で、東京都競争入札参加有資格者指名停
止措置要綱の規定（社会的信用失墜行為）により指名停止措置を講じましたので、
お知らせします。 
 

記 
 

１ 指名停止措置対象者 
 (1) 勝村建設株式会社（台東区） 
 (2) 株式会社クボタ建設（中央区） 
 (3) 協和建設事業協同組合（墨田区） 
 (4) 日新建設協同組合（江戸川区） 
 
２ 指名停止期間 
 上記１(1)の対象者     １２月 
 上記１(2)から(4)の対象者   ６月 
 
 

＜問い合わせ先＞ 
財務局経理部総務課契約調整担当 
 直通 ０３－５３８８－２６０７ 


